
＜論 説＞

は じ め に

「社会保障と税制」という領域では，少子高齢化社会に対する問題意識の高揚を受けて，所得

保障と社会福祉を目的とする制度の補完を所得税における人的事情の配慮の範囲で行ってきたこ

とから，これまで年金と税制，また近年では少子化対策と還付型児童税額控除について取り上げ

られてきた。

今日では医療も社会保障の中核に位置付けられる。日本における医療保障に関する研究につい

て見ると，医療財政と医療費抑制についての研究が蓄積されてきたと言える。前者の研究は国民

医療費をめぐり，公費負担と社会保険料収入との間で如何に配分するか，税方式かそれとも保険

料方式か，そして保険料方式を選択するのであれば医療保険は如何にあるべきかについての論議

を中心とする。後者のそれは高齢化が医療費の伸びに影響を及ぼすのか否かについての実証分析

を起点として，国民皆保険制度の下で良質かつ効率的な国民医療を実現することと医療費の伸び
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を抑制することを如何に両立させるかを争点とする。その意味でマクロ的な見地に立つ研究は充

実している。

一方，医療保障は政府，保険者，被保険者，医療サービス提供者のみならず，傷病のリスクに

直面する消費者すなわち患者と密接な関係があるにも拘らず，医療の需要分析は必ずしも多くな

い。ましてや税制との関連を基底にして，消費者サイドから医療サービス消費を捉えた研究は日

本では数少ないのではないか。その理由は医療サービス市場における消費者主権が疑問視される

からである。しかしながら，医療保障が国民経済の制約を受け，保険原理と福祉原理の双方に依

拠し国家が介入するにせよ，国民の生存権が医療保障の本質にある限り，ミクロ的視点，とりわ

け患者の視点は不可欠である。

具体的に医療サービスの消費者の側から医療サービス消費に関わるシステムを捉えると，公的

医療保険制度に加入する患者あるいはその家族は窓口負担として１～３割の自己負担を負う（平

成２１年現在）。また高額療養費制度の下で，一定の上限を超える医療費は一旦支払いを済ませた

後に保険者から医療給付として返戻される。さらに所得税制の下では，被用者負担の社会保険

料，民間生命保険料・医療保険料に対する所得控除に加えて，医療給付には所得税が課税され

ず，医療費の患者負担についても医療費控除という所得控除が存在する。すなわち年金と同様に

医療保障もまた所得税の個人的状況の勘案によって補強されている。しかし税制面での補完は一

度に体現されたものではない。現在われわれが享受する医療関連の租税減免措置は徐々に時間的

経過の中で整備されてきたものである。現在の「医療と税制」を分析するには，医療関連の租税

減免措置の導入の背景・経緯・目的を明らかにしておかなければならないだろう。

昭和２０年以降の所得税制史上，医療関連の所得控除の中でも最も設置時期が古いのは医療費

控除であり，患者の医療費自己支払額を課税標準から控除し，結果的に所得税負担を削減するも

のであり，シャウプ税制改革まで遡ることができる。

因みに近年の患者負担の状況はどうかというと，３３兆１，２８９億円（平成１７年）に上る国民医療

費の財源別構成が明らかにするように，公費負担が１２兆５８９億円（３６．４％），保険料が１６兆

２９９４億円（４９．２％），患者負担等で４兆７，７０５億円（１４．４％）となっており，国民医療費の規模か

ら見て貨幣タームで表わされる患者負担額は少なくない。逼迫した財政状況下にあって公費負担

の引き上げを無制限に継続して行うことは困難であろう。また国民医療費を抑制する上で，自己

負担はコスト意識を患者に持たせ，モラル・ハザードを抑えると想定されることから，今後とも

窓口負担の廃止は考えにくい。

そこで医療費控除の現代的機能，さらには「医療と税制」を分析するために，ここではその予

備的考察として医療費控除の創設時のシャウプ勧告の論理と目的ならびにその内容を検討する。

昭和２４年のシャウプ税制改革のときには国民皆保険制度はまだ整備されていない。当時の医療

費控除の役割を所得税制の確立への布石の側面と医療保障の側面から考察することが本稿の課題

である。
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方法論を述べておくと，第１節ではまず租税にどのような役割を期待したのかについて，ドッ

ジ的資本蓄積方式とシャウプ的資本蓄積方式の違いを対比させた，シャウプ勧告の基本的姿勢に

関する議論を概観する。第２節ではシャウプ使節団が直接税，とりわけ個人所得税に租税制度の

基軸を置くことにした理由を確認する。第３節では個人所得税は人税であるので，人的控除の内

容が重要となる。基礎控除と最低生活費との対比から基礎控除の在り方に関する使節団の見解な

らびに，基礎控除と扶養控除の控除額に対する使節団の意図を理解する。第４節ではシャウプ使

節団に先立ち来日したワンデル調査団による『社会保障制度えの勧告』に即して昭和２０年代初

めの日本の医療保障の実情を確認する。第５節では第４節を受けて，シャウプ勧告が新たに創設

する医療費控除とはどのような内容のものであったのか，医療費と消費支出の識別，控除対象医

療費の範囲について検討する。その際に医療費控除を巡るアメリカ連邦所得税制とシャウプ税制

との共通点と相違点を明確にする。第６節では医療費控除の影響について，所得税の課税ベース

縮減効果，納税協力，税制の簡素化，公平性といった所得税制の側面と，未整備な公的医療保険

制度の医療保障の下での医療費負担軽減効果の側面から考察する。

１．シャウプ勧告における租税の役割

シャウプ勧告は，いわゆるドッジ的資本蓄積方式を租税制度面から支えることを使命としたと

される２）。その内容は一般歳出の規模を上回る租税収入を確保し，超過分で債務償還を進め，イ

ンフレ安定化政策を強化する。併行して，国債を保有する金融機関が償還金という資金を得て，

それを民間企業に投融資し，実物資本の形成を促進し，日本の経済的自立をめざすというもので

ある。戦後の復興期であり，またインフレの展開過程にある中で，財政が国民に対する強制的節

約の装置となり，公共部門を介し，さらには間接金融による資金の融通に基づいて民間投資を促

進するというものである３）。このような構図から見えてくることは，インフレ安定化のために財

政が金融政策の一端に関わり，国債の償還と租税の賦課によって資金供給量の調整弁としての機

能を果たすということである。ドッジ・プランの要請に副うと，シャウプ勧告の中での租税の役

割は，政府部門に資金を集積するための手段となる。もっともシャウプ勧告がドッジ的資本蓄積

方式に必ずしも無批判であったわけではない４）。シャウプ的蓄積方式は強制的節約よりも自発的

節約を，間接金融取引よりも直接金融取引を，そして政府支出・政府投資の役割，法人の資本蓄

積，資本の有機的構成の高度化を重要視するものであったとされる。また財政需要に言及する

シャウプ勧告の文言から，勧告が財政に積極的な役割を見出していたと理解することができ

る５）。したがって単なる資金の集積手段としてだけではなく，財政活動に要される財源確保のた

めの貨幣調達機能という役割を租税に求めていたと考えられる。

ドッジ的資本蓄積方式から要請される資金の集積手段という役割は，日本が戦後の復興期とイ

ンフレーションの進行という特殊な状況下に置かれていたからこそ期待される租税の役割であ

る。これに対し，政府も民間部門に加えて社会資本整備に携わる主体であり，政府支出に付随す

シャウプ勧告と医療費控除制度 13



る財源調達手段としての租税の役割は，平時における現代的財政の機能そのものに通底する。い

ずれにせよ，シャウプ勧告では国民経済の復興が進む中，民間部門の投資と公共部門の支出のた

めの貨幣調達を租税に期待していたと見ることができる。その意味で徴税者の観点からの税制改

革が指向された点は間違いない６）。ただし，納税義務者や担税者の存在を無視したわけではな

く，むしろ反対に重要視したことは後節で取り上げるとおりである。

２．直接税中心主義と個人所得税中心主義への偏向

それでは貨幣調達機能としてどのような租税を選択するのか。周知のとおり，シャウプ勧告は

国税における税種を検討するにあたり，直接税と間接税のいずれに期待するのかについて考察し

ている。結論を先取りするとすれば，勧告は直接税に多様な可能性を見出している。筆者の説明

を若干補いつつ勧告の内容を敷衍すると，間接税を基幹税として位置づけるという選択肢に対し

て，第一に間接税では租税転嫁が生じるために国民に帰着する租税負担の把握を困難にし，それ

ゆえ間接税による，経済活動にできるだけ中立的な税制の構築は容易ではなく，また結果的に国

民が政府に寄与する程度を容易に認識することもできなくなる。第二に間接税の納税義務者は国

民ではないことから，政府と国民との関係は納税という直接的な接触面を欠き，距離的に遠く離

れたものとなってしまう。第三に間接税では所得や資産や家族単位を配慮した公平性に沿うこと

ができない。第四に財政需要に応えるだけの国庫充足は見通せない。以上，間接税には４つの欠

点があると批判する７）。シャウプ使節団は，とりわけ４つ目の欠点となる，歳出予算の規模の拡

大への対応が間接税ではもはや不可能に近いという認識を有していた。したがって，間接税を基

幹税に据えることの実現可能性が低いと見て，直接税である所得税を選択せざるを得ないとし

た。しかし同勧告は，当時の所得税も脱税やそれに付随する徴税権の行使に関わる問題８）の影響

で，国民の間で租税に対する道義が頽廃し納税協力を得られにくい状況にあるとした９）。そのた

め，既存の所得税制の下で税率の引き上げのみに依存する国庫充足は期待できない，したがって

改革が必要であると結論付けたのである。

またシャウプ勧告では，所得税は個人の所得に賦課する個人所得税と法人の所得に賦課する法

人税とに区別され，法人株式会社に課税される法人税は株主に対する個人所得税の前払いである

との認識に立ち，法人税は個人所得税に統合されるものと考えた１０）。したがって勧告は，本質的

に個人所得税を中核に据えた貨幣調達メカニズムの整備と強化を企図した。具体的な所得税改革

は基礎控除，扶養控除，勤労控除，課税単位，税率，変動所得や外国人の稼得所得の取り扱い，

諸控除をすべて包摂するものであった。次節ではシャウプ勧告がどのような配慮のもとに基幹税

としての個人所得税を設計しようとしたのか，基礎控除を中心に見ながら所得税の制度設計の方

向性を見極める。その過程で後に取り上げる医療費控除との関連から，最低生活費についての

シャウプ使節団の見解を明らかにする。
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３．個人所得税制の構築理念――基礎控除を中心にして

勧告では，シャウプ使節団が勧告を作成するに先立ち，日本国内を調査して回り，ヒアリング

を行った際に得られたと思われる一人の納税者の声に言及しながら，基礎控除についての見解が

示されている。その内容は，「ある納税者の主張によれば，控除額は，納税者の最低生活費，す

なわち衣，食，住，医療費を十分カヴァーできる程度のものであるべきであるという。この標準

として彼等は最低十万円の基礎控除を提案している。しかし政府もまた根本的に生活に不可欠な

ものである。戦争によって資本設備に重大な損失を蒙り，しかも資源の乏しい日本のような国に

おいては，普通所得の市民が十分な食糧衣服等の生活必需品を手に入れ，なおかつ十分な政府の

便益を受けるということは，どう考えても無理なのである」というものである。これは納税者の

主張と勧告との相違点を浮き彫りにするものであるので，以下でやや詳細に検討しておきたい。

３．１．最低生活費の確保

ある納税者の主張の背景には昭和２２年から２４年までの間に基礎控除が引き上げられたにも拘

らず，インフレの展開過程において所得税が賃金に食い込み，人々に窮乏を強いたという点があ

る１１）。この主張には少なくとも３つの前提が暗黙裡に置かれていると考える。すなわち第一に最

低生活費は基礎控除で確保されなければならない，第二に最低生活費は食糧，衣服，住居費，医

療費によって構成される，第三に所得税負担に耐えられる国民は限られている，ということであ

る。

第一の前提は納税者が独身者であれ，扶養親族を抱える者であれ，世帯の構成員数によって最

低生活費の金額が異なるとしても，それは基礎控除の金額に反映されなければならないことを意

味する。当時の個人所得税制には扶養控除が存在したが，税額控除という形態を採用していたこ

とから扶養に要する費用を充足することができなかった。前述の納税者の主張は，基礎控除の水

準を引き上げる場合に消費の単位である世帯の最低生活費に対応させつつ，独身者も扶養親族を

抱える者も納税者となる前の段階で，まず最低生活費を確保できるように税制面で配慮してほし

い，という強い要望の表出として理解される。

これに対して勧告では，基礎控除は納税者本人のみとし，扶養親族がいる場合には基礎控除と

は別に扶養者数に応じて扶養控除額を増やす所得控除方式を採用する。ただし１人当りの扶養控

除額は基礎控除額よりも少ない１２）。世帯構成員数の平均に基づいて，すべての納税者に，世帯の

最低生活費に見合う基礎控除を一律に認めてしまうと，独身者には実際の最低生活費以上の基礎

控除を，大規模世帯には最低生活費以下の基礎控除を適用する場合が発生しうる。それゆえ，扶

養親族のための生活費は基礎控除の算定には含めずに，基礎控除とは別に扶養控除を設置するこ

とにしたのであろう。勧告の考え方は引用された納税者の主張とは異なり，最低生活費は基礎控

除と扶養控除との双方によって支えるというものである。徴税者側にすれば，租税収入がむやみ
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に減少するような制度改正は論外であった。

３．２．最低生活費の構成要素

次に最低生活費の観点から考察するとどうであろうか。納税者サイドには最低生活費を構成す

る要素は衣料，食糧，住居，医療であるという認識がある。しかし，この納税者が掲げる最低生

活費の構成要素は，総務省統計局の『家計調査年報』にある消費支出の内容とは必ずしも一致し

ない。『家計調査年報』の消費支出は食料費，住居費，光熱費，被服費，および保健医療費を含

む雑費に分類される。納税者の主張では最低生活費から光熱費が除かれ，雑費ではなく雑費の一

部である医療費が加えられている。光熱費をなぜ含めないのか。光熱費は節約できる余地がある

のか。地方では都会ほど光熱費という消費支出をしないのか。その理由はわからない。しかし

『家計調査年報』の昭和２１年～３７年の長期データを見る限り，光熱費の消費支出に占める割合

は昭和２０年代を通じてほぼ住居費のそれに近いにも拘らず最低生活費に含まれない。一方，雑

費については昭和２０年代を通して２０％台であるにもかかわらず，この納税者は雑費ではなく，

その中の医療費を死守しようとする。雑費を含めた最低生活費を要求する場合，雑費は節約する

ことができるという批判に晒される可能性があるので，それを避け，需要者サイドで常に意思決

定ができるとは限らない，場合によっては納税者の意思に反して消費を強制されることのある，

消費者主権への介入が有り得る，そして生存権と深く関わる医療費を最低生活費に入れないわけ

にいかなかったのではないかと考える。

これに対してシャウプ使節団は医療費を最低生活費の構成要素として含めることには反論して

いない。しかし医療費控除に関わる医療費を消費支出として認識しつつも，使節団はある納税者

の主張するように最低生活費の構成要素を受け入れていない。シャウプ使節団の見解は「政府も

また根本的に生活に不可欠なものである」としており，すなわちシャウプ勧告は当然のことなが

ら，政府による総固定資本形成や公共サービスもまた国民生活に必要であり，そのためには消費

支出のみならず勤労所得税やその他の税などの非消費支出の確保も考慮しなければならない。場

合によっては消費支出と非消費支出とのトレード・オフも止むを得ないという考えを明確に示す

のである。

３．３．基礎控除の水準と所得税の機能

さて「標準として彼等は最低十万円の基礎控除を提案している」という使節団の取り上げ方に

ついて見ると，これは基礎控除の水準をめぐり使節団とこの納税者との間に乖離があることを示

唆する。この納税者の第三の前提に関して，使節団はどのように考えていたのか。納税者は最低

十万円という水準を出しており，彼等の立場からは十万円は決して途方もなく高い水準というわ

けではなく，それゆえ標準として設定されるべきものであると認識されている。だとすれば，納

税者が求める基礎控除の水準，すなわち十万円の意味を当時の総所得の分布状況を用いて検証す
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る必要があるだろう。

昭和２３年の確定申告について見ると（表１），１人当たり所得金額１３）が１０万円を超えるのは所

得金額２０万円超２２万円以下の所得階級からであり，基礎控除の下限を１０万円とすることに

よって僅か５．７％の人員にしか所得税が課税されないことになる。また所得金額全体の約２０％

に課税されるのみである。逆言すれば，所得金額の約８０％は課税から免れる。昭和２３年をベー

スに考えると，基礎控除の水準を１０万円に設定することはそれまでの所得税の大衆課税化の潮

流１４）を変え，戦後の混乱の中で巨万の富を築いた少数の富裕層等にのみ所得税は課税されること

になる。

戦後の復興期はインフレの進展の程度が年によって異なり，そのため，要求された基礎控除の

下限基準の１０万円の意味合いも変化する。昭和２２年あるいは昭和２３年の稼得所得の状況下で

基礎控除を１０万円に設定するならば，個人所得税は，富裕税や奢侈税と同様により高い所得層

に照準を合わせた所得分配の是正が期待される租税として位置付け，所得再分配機能を担わせる

ことを意味する１５）。その下で貨幣調達のために税率を引き上げるとすれば，そもそもシャウプ勧

告に要請された課税の中立性を侵害し，経済主体へのインセンティブに対してマイナスの影響を

及ぼすであろう。したがってこの納税者の要望を受け入れるとすれば，シャウプ使節団が間接税

ではなく直接税を選択した意味はなくなる。まさに使節団の所得税制構築の理念とこの納税者の

表１ 所得階級別人員・所得金額・１人当たり所得金額 昭和２３年

（単位 金額 百万円，千人）

所得金額 人員 所得金額
１人当たり

所得金額（円）占有率 累積占有率 占有率 累積占有率

２万円 以下

４万円 〃

７万円 〃

１０万円 〃

１５万円 〃

４０４

１，７９１

３，９７２

３，０７８

２，１２３

３．１％

１３．９％

３０．８％

２３．９％

１６．５％

３．１％

１７．０％

４７．８％

７１．７％

８８．１％

４，８４２

３９，２６０

１３６，０００

１４４，９２９

１４０，２８９

０．７％

５．７％

１９．７％

２１．０％

２０．４％

０．７％

６．４％

２６．１％

４７．２％

６７．５％

１１，９９４

２１，９２４

３４，２４２

４７，０８０

６６，０７４

２０万円 〃

２２万円 〃

２５万円 〃

３０万円 〃

５０万円 〃

７９４

１９０

１７６

１５０

１４８

６．２％

１．５％

１．４％

１．２％

１．１％

９４．３％

９５．８％

９７．１％

９８．３％

９９．４％

７４，６７９

２１，５８０

２４，８１６

２５，７３３

３７，７２６

１０．８％

３．１％

３．６％

３．７％

５．５％

７８．３％

８１．５％

８５．１％

８８．８％

９４．３％

９４，０４２

１１３，３３８

１４１，３６１

１７１，８６３

２５４，９４５

７０万円 〃

１００万円 〃

２００万円 〃

５００万円 〃

５００万円 超

３８

１９

１１

３

０

０．３％

０．１％

０．１％

０．０％

０．０％

９９．７％

９９．９％

１００．０％

１００．０％

１００．０％

１４，５３４

１０，１６７

８，６７９

４，１９４

１，８３６

２．１％

１．５％

１．３％

０．６％

０．３％

９６．４％

９７．９％

９９．１％

９９．７％

１００．０％

３８３，７８８

５３１，８８３

８０６，５５５

１，４９４，２５４

４，０４４，９４４

計 １２，８９７ １００．０％ ６８９，２６５ １００．０％ ５３，４４６

（注１）人員は主たる人員を示す。

（注２）所得金額は従たる人員と主たる人員によるものである。

（出所）「国税庁統計年報書」昭和２３年分，所得種類表（確定申告の部）より作成。
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主張は真っ向から対立するのである。

３．４．基礎控除と扶養控除の控除額と勧告の意図

基礎控除額は従前の１５，０００円から２４，０００円へ増額されるが，要望の金額を大幅に下回るので

ある１６）。その結果，昭和２３年の稼得所得をベースにすると，基礎控除のみの納税者であれば，４

万円以下の所得階級には課税されず，納税者の１７．０％が，所得金額の６．４％が課税から外され

ることになる。すなわち，シャウプ税制改革では４万円を超える所得階級には所得税が課税さ

れ，稼得主体では約８割強が，所得金額では約９割強が所得課税の対象となることが見込まれ

た。

新たに勧告された控除額は第一に所得税を政府収入の主たる財源として維持する，第二に税務

行政執行および国民の協力を促進し，また最低納税者層の重い税負担を除くことを目的とした。

基礎控除で最低生活費を支援するものの，基礎控除は所得税の大衆課税化の方向性を変えずに

国庫充足と対立しない範囲とされる。扶養控除には基礎控除の不足を補填する機能を持たせる。

シャウプ勧告では扶養控除の控除方式を税額控除から所得控除に変更した。実はこの変更は課税

単位の変更に伴うものである。シャウプ使節団はそれ以前の世帯単位の取り扱いが抱える問題の

本質を理解していた。世帯単位の問題は生活水準が同一であったとしても，大世帯であると合算

所得額が大きくなり高い税率で課税されるために，大世帯を小世帯に人為的に分解するという誘

因あるいは同居の親族の関係を偽る誘因を回避できないことと，決定した税額を世帯員に按分す

る手続きが複雑で時間を要する点が課題とされていた１７）。それゆえ世帯単位を廃止し，個人単位

の取り扱いに変更し，各納税者が各人の所得額に対する税額を別々に納めるように勧告した。そ

して扶養親族控除が行われる場合には，その扶養親族の所得が納税者の所得に合算されることに

なる。また勧告では，納税者から生計費の半分以上を受ける者，１９歳以上の者であっても就学

中の者，農家や商工業者の親族が世帯主の事業に従事し生活を共にする者が扶養親族とされ，扶

養親族の範囲が拡張された。したがって，基礎控除ならびに扶養親族控除の控除額には，税額控

除ではなく所得控除によって租税給付能力を判断するための環境の整備を考えたシャウプ使節団

が，所得階級に対応した消費生活を維持するという機能を個人所得税制の基本設計に埋め込むこ

とを意図したと解釈することは理に適っている。

第二の目的は納税費用と徴税費用とに関わる。シャウプ勧告では源泉徴収方式だけではなく，

申告納税方式を重視していた。というのは，昭和２４年当時の源泉徴収義務者数は４６４，７５５件で

あるのに対して，申告所得税の納税者数は９，４５３，７１７人に上った。所得税の課税方式は源泉徴収

方式に比較して申告納税方式の方が圧倒的に優勢であればこそ，申告納税方式を稼得者の間に確

実に浸透させることが資金調達上重要であったのである１８）。
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４．ワンデル報告と医療保障の状況

医療費控除についての考察に入る前に，昭和２０年代初めの医療保障の状況について見ておき

たい。昭和２０年１１月の占領軍による救済の基本方針に即すると，占領軍の医療政策は占領活動

の遂行に必要な範囲とするという極めて限定的なものであった。具体的には占領軍の健康の維持

が第一義的課題であり，占領活動の障害や障壁となるような疾病の流行は日本の物資を可能な限

り使って防ぐことを目標とし，本質的な日本の民衆の救済は占領軍ではなく日本政府に責任があ

るとされた１９）。昭和２１年春にアメリカから労働諮問委員会が社会保険制度の調査のために来日

する。日本では同年３月に社会保険制度調査会が設置され，１２月には「失業保険制度要綱」な

らびに「現行社会保険制度の改善方策」の答申が出される。

昭和２２年８月にはアメリカ社会保障制度調査団２０）が来日し，代表的な保険医療施設を視察

し，社会保険制度調査会，医療制度審議会の代表者，組合連合会，事業主，被用者，医師との懇

談を経て，１２月にマッカーサー元帥に『社会保障制度えの勧告』を提出した。

この報告書は調査団長の名に因んでワンデル報告と呼ばれるが，同報告によれば，当時の日本

の医療保障体制には少なくとも以下の問題点があった。第一にインフレーションの影響下に晒さ

れていたことである。社会保険料は賃金の水準に応じて決定されるが，インフレーションによっ

て賃金が高騰すると，社会保険料も急上昇するため，最高月額賃金には法律上制限が設けら

れ２１），保険給付金の金額を決定する賃金表は最高額が抑えられていた。医師の要求支払率もまた

インフレーションの影響で急騰し，保険料引き上げに応じられない国民健康保険組合が活動不能

に陥った。昭和２２年時点で１万に上る国民健康保険組合の中で４０００が医療給付を中止してい

た２２）。第二に５人以上の労務者による事業内従事者には保険が適用されるが，５人以下の労務者

による事業内従事者は強制加入が適用されなかった２３）。

昭和２０年代初めにおいては，医療費を抱える世帯は被保険者であろうとも保険給付金では不

十分であり，自己負担を強いられた。また患者が直接医師に支払った後に，保険資金からの補償

を申請しようにも，国民健康保険組合が活動しておらず，患者の立て替えが結局，自己負担にな

ることも生じた。当然のことながら，公的医療保険が適用されない労務者あるいは労働者，その

家族の医療費は全額自己負担となった。事業内従事者の人数により，労務者の中には法規から除

外されるケースがあり，加えて収入が多いホワイトカラーも一般的に保険適用の対象外となっ

た２４）。このように，疾病のリスクに直面した患者が医療費を自己負担するという事例は稀ではな

く，むしろ日常的であったとされる。さらに戦後のインフレーションは医療サービス提供者にも

影響を及ぼし，内科医や歯科医は保険資金からの報酬が高騰する食料費に見合っていないことを

理解し，私費の患者の診察をむしろ快く思う傾向にあった２５）。

ワンデル報告は健康保険，船員保険，政府共済組合を一つに統合し，医療給付は中央政府が責

任をもって保障し，保護適用の範囲を拡張し，保険制度への医師の参加を自由とするなどの内容
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を勧告した。しかし一方で同報告は，全国的な公的病院や診療所制度が計画段階に達していない

ばかりか，医療給付を受けずに拠出するということに不満を持つ人々が現実に存在するような段

階で，全般的な医療計画を社会保険改革に包摂するということに関して否定的であった。

昭和２３年７月にワンデル報告は連合軍司令部から日本政府に交付され，政府はそれを受けて

２日後に一般に公表した。シャウプ使節団が来日したのはその翌年である２６）。

５．シャウプ勧告における医療費控除

５．１．医療費と消費支出の識別

シャウプ使節団は火災盗難その他の災害などの損失控除と医療費控除の２つの特別控除を新た

に勧告した。それでは医療費控除について見てみよう。勧告では医療費控除を設置することの根

拠について「費用のかかる疾病は，このような場合の医療費は必ずしも控除を認められるべきで

あるとは考えていないが，やはり納税者の支払い能力に重大な支障をおよぼす場合の一つであ

る。事実時折生ずる医療診察にかかる普通費用を控除として認めることは，基礎控除で償われて

いると見るべき生計費の控除を別に設けることになり，これは税務行政に不当の負担を負わせる

こととなる２７）」と述べている。ここでの勧告の要点を整理すると，第一にある納税者の主張と同

じく，勧告においても医療費は消費支出と捉えられ，基礎控除で対応するべきである，第二に医

療費の支払いのために租税支払い能力が低下するという個人的事情を配慮するための控除を別に

設けるということは，結果的に生計費を維持するための控除を２つ設定するに等しくなる。あた

かも「生計費に関する控除①」と「生計費に関する控除（医療費のみに対応）②」が設けられるの

と同等である。すなわち税務当局側からすれば，精査する控除が増える分だけ徴税費用の増加と

なる，というものである。

第一の点が明らかにしていることは，シャウプ使節団は医療費を消費支出として解釈し，逆言

すれば，所得を稼得するために掛った経費として医療費を見ていないということである。シャウ

プ使節団の見解は，１９４２（昭和１７）年にアメリカ連邦議会が連邦個人所得税制に医療費控除を導

入したときの医療費と医療費控除との関係，ならびに導入以降積み重ねられる医療費の概念に関

する議論とは異質である。

５．２．控除対象医療費の範囲

アメリカ連邦個人所得税制の中で医療費控除の在り方が議論された際に，医療費の意味が検討

され，そこで要となったことは人的機械の修繕維持という視点である。人間を機械に見立てて医

療費を人的機械の修繕維持として捉えるという考えは，人的機械と資本財との類似性に着目する

ものである。資本財である機械が故障すれば，修繕し，それに掛る費用は生産費用となる。法人

所得を確定する際に経費を控除する。同様にして人的機械についても労働の供給に付随して健康

が害されるとすれば，疾病や傷害から人的機械の回復に掛かる経費を，労働供給から得られた収
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入から控除し所得を把握しなければならない。ただしこのような考え方が妥当であるためには次

のような前提がある。健康を害した原因が確かに労働の供給にあること，別言すれば，稼得所得

が発生しなければ，治療費を支出することはなかったということである。稼得所得がない場合に

も医療支出があるとすれば（慢性的疾患等），その支出は所得を得るための経費ではなく，消費と

見做されなければならない。

アメリカでは医療費控除の導入に向けて議会で審議される過程で，病気とうまく付き合ってい

る，つまり慢性的疾患に付随する医療費は控除対象から外すべきであるという見解が示され

た２８）。１９４２（昭和１７）年当時は第二次世界大戦中であり，アメリカは戦費調達と労働需給の逼迫

に直面し，一方，戦争遂行の士気高揚を図るために課税最低限の引き下げと医療費控除の創設を

行った。急性疾患あるいは治癒の見込まれる疾病の治療費を控除対象に絞るという発想があった

のである２９）。

したがって，シャウプ勧告が人的機械の修繕維持費として医療費を位置づけなかった理由は慢

性的疾患等の医療費も控除対象にするためといえる。事実，シャウプ勧告では慢性的疾患の医療

費に対しても所得控除を適用することが次の記述で明らかである。「しかしこのような費用が甚

だしく多い場合，例えば，大手術だとか，長期の入院とか，または小児麻ひあるいは肺結核のよ

うな慢性的疾患の場合，支払能力に相当な支障をきたすわけであって，このような費用には適当

な控除が與えられるべきである３０）」とされる。医療サービスは労働市場で労働を供給する（し

た）主体だけが消費するサービスではないという解釈が暗黙裡に呈される。傷病は生きている限

り，誰でも経験する可能性があり，医療費は必ずしも稼得所得の経費ではない。労働災害に関わ

る医療費は，別の社会保険が整備されるべきである。その意味で医療費を消費支出として取り扱

うとすれば，基礎控除で対応しきれるのか否かが問題となる。基礎控除で対応するのは不十分で

あるという場合があり，そのようなケースに限り，費用の嵩む医療費の所得控除を認めるという

趣旨が勧告の記述から確認できる。医療費控除を通じる公的支援が，消費と経費の差異に繋がる

医療の二面性について議論されることなく，労働市場で労働を供給することが期待される主体に

限定せずに導入しようとした点は，日本的経験として重要である。

日本の医療費控除とアメリカの医療費控除とのもう一つの相違点は医療費控除の役割である。

シャウプ勧告では，特別控除の中の「不具者のための控除」との繋がりから医療費控除にはもう

一つ別な機能が具備される。「不具者のための控除」は身体機能に甚だしい障害がある場合に，

生活費は健常者のそれよりも余分に掛かってしまうことから，その緩和策として勧告された。し

かしその適用は盲人に限定された。しかし実際には健常者と身体障害者との境界線を明確にする

ことは困難であり，この境界線が不確かで，グレーゾーンの領域が放置された状態で税務行政上

査定するとなると，行政執行を複雑にし，徴税費用を増加させることが見込まれる。それを回避

するために，勧告では境界線にある多くの身体障害の部類を医療費控除で処理させようと企図し

ていたのである３１）。
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日本の医療費控除とアメリカのそれとの共通点は適用下限が設定されたことである。シャウプ

税制改革では医療費控除が所得の１０％を超える医療費について適用された。前述したようにア

メリカでは第二次世界大戦中に，突出した医療費に対して連邦個人所得税制上，医療費控除が採

用され，その際に通常の医療費と尋常ではない莫大な金額の医療費との識別のために適用下限が

設置された３２）。シャウプ使節団はこうしたアメリカの経験を踏まえて，基礎控除で保障されるべ

き消費支出の範囲と医療費控除の対象となるべき破格の貨幣評価で表される範囲との境界線を所

得の１０％とした。

６．医療費控除制度創設の効果

６．１．シャウプ税制改革の基盤―公平性と税務執行

６．１．１．課税ベースの縮減効果と税負担軽減効果

すでに第３節で見たように基礎控除と扶養控除にはシャウプ勧告の目的が明示的に反映され

た。新しく設置が勧告された２つの特別控除，すなわち医療費控除と雑損失控除も基礎控除と扶

養控除と同じく所得控除制度の形態を採用する。ここでは基礎控除と扶養控除の目的が具体化し

たのか否か，基礎控除や扶養控除に期待された機能と対比すると，医療費控除にはどのような効

果を見出すことができるのかについて考察する。まず，最低納税者層の重い負担を除去すること

に基礎控除，扶養控除，各種控除が寄与するのか，寄与するとすればどの程度寄与するのかを明

らかにするために，所得税の課税ベースの縮減効果を見ることにする。

表２ 所得階級別各種控除の構成比（金額ベース） 昭和２５年

（単位：％）

所得金額
対所得

控除計
基礎控除 扶養親族控除 雑損失控除 不具者控除 医療費控除

５万円 以下

８万円 〃

１０万円 〃

１２万円 〃

１５万円 〃

８０．８

７７．２

７３．９

６９．４

６２．８

６０．５

３６．８

２７．４

２２．５

１８．４

１９．９

３９．７

４５．７

４６．０

４３．５

０．１

０．１

０．１

０．２

０．２

０．２

０．４

０．５

０．５

０．５

０．２

０．２

０．２

０．３

０．３

２０万円 〃

３０万円 〃

５０万円 〃

７０万円 〃

８０万円 〃

５２．２

３７．２

２２．３

１４．４

１１．３

１４．４

１０．２

６．５

４．３

３．３

３６．８

２６．１

１５．１

９．６

７．４

０．２

０．２

０．３

０．３

０．３

０．４

０．３

０．１

０．８

０．１

０．３

０．３

０．３

０．２

０．２

１００万円 〃

２００万円 〃

５００万円 〃

５００万円 超

９．６

６．４

３．１

１．５

２．８

１．９

０．９

０．３

６．３

４．１

１．８

０．５

０．３

０．３

０．４

０．７

０．１

０．０

０．０

０．０

０．１

０．１

０．０

―

全体 ４９．２ １６．５ ３２．０ ０．２ ０．３ ０．３

（出所）国税庁『国税庁統計年報書』昭和２５年分，所得税表（確定申告の部）より作成。
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表２は昭和２５年の確定申告全体から捉えた各種控除による所得税の課税ベースへの影響を所

得階級別に表す。たとえば所得が５万円以下の最低所得層３３）では各種所得控除によって約８割が

課税ベースから除外され，残る２割に所得税が課税される。各種控除の課税ベースの縮小割合

（所得金額に対する所得控除額の割合）は所得の低い階級ほど大きい。最低納税者は課税ベースの大

幅な縮減によって税負担が軽減されるようになる。最低納税者の税負担を軽減することは垂直的

公平と簡素化そして税務執行を容易にする。とりわけ所得の低い所得階級ほど基礎控除の影響が

大きい。所得が５万円以下の所得階級では所得金額の６割が基礎控除によって課税標準から控除

される。基礎控除が高い水準にあると国庫充足の規準を満たせないが，一方，納税者が減少する

ことから徴税費用の削減に繋がる。

基礎控除に次いで課税ベースの縮小割合が大きい所得控除は扶養親族控除である。扶養親族控

除は最低所得階級において所得金額の２割弱に相当するので，所得の低い納税者の租税給付能力

を調整する働きを持つ。さらに所得階級８万円超１５万円以下では所得金額の約４割が扶養親族

控除であり，課税ベースが縮小する。基礎控除の引き上げ幅を抑制し，財源確保の要請に応えな

がら，世帯規模ごとの消費生活の維持を可能にするのが扶養控除である。所得額と世帯規模の同

じ人は所得税額が同等になる。扶養親族控除によって水平的公平が徹底されるのである。

別の所得控除項目について見ると，雑損失控除の影響は全体的には小さいが，概して所得の高

い階級で確認され，反対に不具者控除は所得金額が５万円超３０万円以下の所得階級で課税ベー

スの縮小効果が見られる。

医療費控除による課税ベースの縮小効果は最高所得層を除く各所得階級に広く行き渡ると見ら

れる。しかしその効果は雑損失控除や不具者控除と同じように全体的には小さい。つまり納税義

務のある申告者の観点に立つと，医療費控除による給付能力の測定に及ぼす影響は軽微に留ま

る３４）。ただし，それは健康な申告者と一定の水準以上の医療費を抱えた申告者との相対化による

結果から得られる評価であり，突出した医療費負担を抱えた申告者の間での影響を意味するもの

ではない。

そこで次に医療費の自己負担を負った申告者の側から見た医療費控除の効果を見ることにす

る。表３は所得階級ごとの所得金額や医療費控除額の多寡が確定申告の人員数に依存する可能性

があることから，両方を主たる人員数で除して，１人員当たりの所得金額と１人員当たりの医療

費控除額を表す。

表３を考察する前に原資料として用いた「国税庁統計年報書」のデータの特徴に注意する必要

があるので，記しておきたい。「国税庁統計年報書」では人員が所得種類別に把握される。つま

り各稼得主体が必ず１種類の所得のみを持つことが前提とされる。２種類以上を兼ねるものは主

たる一方に掲げられる。したがって，１人の納税者が複数の異なる所得を稼得する場合をデータ

から表出することはできない。実際に１人で多種類の所得を得るならば，表３で示される１人員

当たりの所得金額は過少あるいは過大となる恐れがある。また各所得階級内における所得金額と
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医療費控除額のばらつきが定かではないため，表３は一つのモデル・ケースとして評価しなけれ

ばならない。以上の点を踏まえてデータに基づき，まず所得階級別医療費と医療費の対税引後所

得の割合を算定しよう。

具体的には所得控除が基礎控除のみのときの課税所得Ⅰを算出し，これに超過累進限界税率

（昭和２５年税率）を適用し，所得税額Ⅰを算定した。また１人員当たりの所得金額と１人員当たり

の医療費控除額から医療費を算定した。［７］列には税引後所得に占める医療費の割合を表してい

る。所得金額５万円以下の所得階級では医療費の負担は可処分所得の７割以上を占め，その負担

の重さから医療支出が家計を圧迫する状況が窺える。所得金額５万円超の所得階級においても可

処分所得に対する医療費の負担率は２～４割となり，医療費控除の適用を求める，納税義務のあ

る申告者にとって，まさに突出した規模の医療費を抱えることがわかる３５）。

次に医療費控除の課税ベース縮減効果について見てみることにする。具体的には基礎控除と医

療費控除が適用されるときの課税所得Ⅱを算出し，これから同じく所得税額Ⅱを計算する。医療

費控除による課税所得縮減効果は，縮減率を見てみると最低所得層が最も高いが，縮減額自体は

概ね所得階級が高くなるにつれて増大する。それを受けて所得税の軽減率は最低所得層において

最も高くなるものの，所得税の軽減効果は，概して所得階級が高くなるに伴い上昇することがわ

かる。だが，医療費控除の効果はそれに留まらない。政府と家計との間で直接的な移転支出があ

るわけではないが，［１１］列の所得税の軽減額は実質的に納税者の経済力の回復に繋がる。莫大

な医療支出を抱えた家計は医療費の支払い後の残余所得で医療費以外の消費支出を賄う。所得税

の軽減による経済力の回復はそうした消費支出を支える。所得税の軽減額が上位の所得階級ほど

多くなるということは，医療費控除が所得の多寡に対応した消費水準を下支えすると解釈してよ

表３ 所得階級別医療費控除の影響 昭和２５年
（単位 金額 円，％）

所得金額

所得金額

／人員
［１］

課税所得

Ⅰ

［２］

所得税額

Ⅰ

［３］

税引後所得

［４］＝

［２］－［３］

医療費控除

額／人員
［５］

医療費

［６］

医療費の

負担率

［７］

課税所得

Ⅱ

［８］

所得税額

Ⅱ

［９］

課税所得

の縮減率

［１０］

所得税の

軽減額

［１１］

所得税の

軽減率

［１２］

５万円以下

８万円 〃

１０万円 〃

１２万円 〃

１５万円 〃

４１，３００

６７，８１４

９１，０００

１１０，７３８

１３５，４７８

１７，３００

４３，８１４

６７，０００

８６，７３８

１１１，４７８

３，４６０

８，７６３

１４，２５０

１９，５２１

２７，５１７

１３，８４０

３５，０５１

５２，７５０

６７，２１７

８３，９６１

５，９１５

８，１１３

１０，１９８

１１，４６９

１２，６３８

１０，０４５

１４，８９４

１９，２９８

２２，５４３

２６，１８６

７２．６％

４２．５％

３６．６％

３３．５％

３１．２％

１１，３８５

３５，７０１

５６，８０２

７５，２６９

９８，８４０

２，２７７

７，１４０

１１，７０１

１６，０８１

２３，１５２

３４．２％

１８．５％

１５．２％

１３．２％

１１．３％

１，１８３

１，６２３

２，５５０

３，４４１

４，３６５

３４．２％

１８．５％

１７．９％

１７．６％

１５．９％

２０万円 〃

３０万円 〃

５０万円 〃

７０万円 〃

８０万円 〃

１７２，７８２

２４３，４３６

３８３，２５４

５８０，０１７

７３９，８５４

１４８，７８２

２１９，４３６

３５９，２５４

５５６，０１７

７１５，８５４

４２，０１３

７４，７１８

１４４，６２７

２４５，８０９

３３３，７２０

１０６，７６９

１４４，７１８

２１４，６２７

３１０，２０８

３８２，１３４

１９，０１８

２２，１３０

３０，６４８

３８，２１７

４２，３７７

３６，２９６

４６，４７４

６８，９７３

９６，２１９

１１６，３６２

３４．０％

３２．１％

３２．１％

３１．０％

３０．５％

１２９，７６４

１９７，３０６

３２８，６０６

５１７，８００

６７３，４７７

３４，４０６

６３，７８８

１２９，３０３

２２４，７９０

３１０，４１２

１２．８％

１０．１％

８．５％

６．９％

５．９％

７，６０７

１０，９３０

１５，３２４

２１，０１９

２３，３０７

１８．１％

１４．６％

１０．６％

８．６％

７．０％

１００万円 〃

２００万円 〃

５００万円 〃

５００万円 超

８７７，９０７

１，２９２，４６３

２，７４７，３０８

８，０００，６０９

８５３，９０７

１，２６８，４６３

２，７２３，３０８

７，９７６，６０９

４０９，６４９

６３７，６５５

１，４３７，８１９

４，３２７，１３５

４４４，２５８

６３０，８０８

１，２８５，４８９

３，６４９，４７４

４９，３３１

４７，３８９

３０，２７６

―

１３７，１２２

１７６，６３５

３０５，００７

―

３０．９％

２８．０％

２３．７％

―

８０４，５７６

１，２２１，０７４

２，６９３，０３２

７，９７６，６０９

３８２，５１７

６１１，５９１

１，４２１，１６８

４，３２７，１３５

５．８％

３．７％

１．１％

０．０％

２７，１３２

２６，０６４

１６，６５２

０

６．６％

４．１％

１．２％

０．０％

（注）１） 課税所得 Iの算定には基礎控除のみと仮定する。
２） 医療費は所得金額の１０％と医療費控除額の和を算定した。所得金額の１０％は医療費控除適用の際の足切り部分に相当する。

３） 所得税額の算定には超過累進限界税率を使用する。

４） 医療費の負担率は税引き後所得に対する医療費の比率である。［７］＝［６］／［４］により算定した。
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いであろう。

インフレを安定的に収束させることはドッジ的資本蓄積方式の目標であるが，構想された所得

課税の形はすべての稼得者を巻き込むものでない。当然のことながら，納税義務のない者はドッ

ジ的資本蓄積方式の強制的節約装置の影響下に入らない。医療費控除は莫大な医療支出に直面し

た家計がドッジ的資本蓄積方式に押し潰されないように一定の歯止めとなるという働きを発揮す

るものである。

さて医療費控除は所得控除制度を採用するために，医療費支払い後の残余所得の回復は低所得

者に比べると高所得者に有利となる欠点を有する。シャウプ使節団は所得控除制度を不公平であ

るとは考えていなかったのだろうか。この点は扶養控除の控除額を税額控除制度から所得控除制

度に転換する際に，使節団の見解が示されている。シャウプ勧告は公平性の観点から所得控除，

税額控除，税率選択についてどのように考えていたのかについて見てみよう。

勧告の中で扶養親族控除についてその「所得控除方法は，扶養親族によって生ずる所得税額の

差異を，所得額の増加するに従って増加させるものである。この結果，全体として特に高額所得

階層における大世帯と小世帯との間には税負担の分配がより公平なものとなる３６）」と考えられて

いる。さらに扶養親族控除の税額控除から所得控除への変更に関係したのがそれ以前の勤労控除

である。結論を先取りするとすれば，シャウプ勧告は勤労控除の引き下げと扶養親族控除を所得

控除への切り替えを，公平性の観点から必要であると見做した。従前の勤労控除はさまざまな観

点から問題を抱えていた。勤労所得の根拠が，勤労年数の消耗に対する一種の減価償却の承認，

あるいは勤労による努力や余暇の犠牲に対する表彰であるとすれば，給与所得のみならず，農業

所得と中小商工所得にも適用されるべきであった。また勤労控除が余分にかかる経費に対する概

算的な控除であるとすれば，給与所得のみならず現物給与が所得に含まれる農業所得に対しても

認められるべきであった。一方，勤労控除は不労所得には適用されないため，納税者の所得を勤

労所得と不労所得に区別し税額を算定しなければならず複雑であり，さらに課税の正確さが業態

間で異なることから不平等が生じた。そこで勧告は「現在２５％の控除を受けている者以外の全

納税者に最高３７，５００円まで，勤労所得の１５％の勤労控除を認める」ことにし，さらに所得税率

の変更だけでは世帯規模の違いによる税負担の重さを調整できないとして，扶養親族控除に所得

控除方式を採用することを選択したのである。

所得金額が同等の２人の納税者を税制上公平に取り扱うには，個人的事情を勘案して所得税額

に反映することである。所得金額が同じでかつ個人的事情も同等であるとすれば，所得税額は同

額となるというのが，水平的公平である。逆言すれば，所得金額が同じであったとしても，個人

的事情が異なるのであれば，所得税額は異なるべきである。世帯の規模は納税者の個人的事情で

ある。大世帯は小世帯よりも生計費が必要となる。シャウプ使節団はまず世帯規模の違いを配慮

することで，水平的公平を貫徹しようとしたのである。

次に，垂直的公平の観点からみると，扶養控除は税額控除よりも所得控除の方が望ましい場合
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があることがわかる。納税者の所得は主たる人員の所得からのみ構成されるわけではなく，扶養

親族の稼得所得が含まれる。扶養親族が増えるにつれて所得も増える場合，扶養控除を所得控除

にしなければ，税率構造で設計される以上に高所得者に対して重課となり，垂直的公平が強化さ

れてしまう。戦後のインフレーション下にあって，シャウプ勧告は不当に垂直的公平にドライブ

がかかることを配慮したものと理解される。

確かにシャウプ使節団は，扶養控除に所得控除の形態を採用するならば，課税ベースの縮減に

繋がり，所得税負担の削減に帰結することを熟知し，税率構造に埋め込まれた所得再分配機能が

後退することも考えていた。勧告の中で「所得額控除方法が，高額所得の納税者に対してみとめ

る扶養親族１人当りの控除額は同一扶養親族を有する低額所得の納税者に対する控除額よりも多

額であるということから，税額控除の方法の方が所得控除の方法よりも，一層累進的な所得税方

式であるという主張がしばしば行われる」と言及する。しかしながら，累進所得税の維持は税額

控除を採用することによってではなく，シャウプ使節団は別な対策を想定していた。すなわち，

「しかし，所得控除にしたために，所得税がわれわれを満足させるほど累進的でなくなるとした

ら，かかる欠点は税率を少し変化することによって容易に招請できるものである３７）」と指摘する

ように，所得控除による累進性の緩和が問題となるのであれば，税率構造を変更することを是と

したのである。

６．１．２．納税者の自発的協力の誘因

さらに新たに勧告された医療費控除について，納税協力への影響という観点から考えてみよ

う。というのは，課税網は政府による一方的な貨幣の強制移転に寄与するが，所得控除は課税網

の働きの多層化を実現するからである。シャウプ使節団は基礎控除を通じて給付能力の劣る人を

保護し，扶養控除によって最低生活費の維持を支えようとした。所得控除制度は貨幣調達のため

の課税網を使って，政府が勤労を表彰し，あるいは給付能力の劣る人を保護することを可能にす

るばかりでなく，その見返りに国民から課税権の行使に対する信任を調達することに成功するか

否かが従前の所得税制からの決別の鍵を握った。国民の租税抵抗を抑制しつつ課税を受け入れさ

せ，彼らから自発的な納税協力を引き出すことができて始めて，シャウプ税制改革の礎石とな

る。源泉徴収方式よりも申告納税方式が主軸となるような昭和２０年代半ばの日本経済社会にお

いて，申告納税の促進は所得税制の新たな確立に重要であった。なぜならば，所得の源泉で税を

源泉徴収義務者によって徴収されるわけではない申告納税方式では，必然的に納税の前には申告

という行為がなければならないからである。そして申告行為の起点には納税義務に対する意識が

あり，その意識は租税倫理に依存する。納税意識が成熟していなければ，一定期間に所得を稼得

したという事実に基づいて申告を自発的に行うとは限らない。租税倫理が頽廃している状況下で

は，申告という行為に至る動機を与える必要があったのである。

それでは所得控除制度は申告の動機作りにどのように関わったのか。扶養控除，医療費控除，
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その他の所得控除の適用を求める人員数から検討してみよう。表４は確定申告の人員の中で，ど

れくらいの割合が基礎控除を除く各種所得控除と関わるのかを所得階級ごとに捉えたものであ

る。医療費控除，扶養親族控除，不具者控除の人員は納税義務者の人員となっている。つまり納

税義務のない人員でこれらの所得控除を申告した人員は含まれていない。これらの所得控除の申

告への影響を検討する上で，所得稼得者全体を対象とした評価ではなく，部分的評価とならざる

を得ない点を断っておきたい。

とはいえ，部分的評価を踏まえた医療費控除，扶養親族控除，不具者控除，雑損失控除の４つ

の所得控除間の比較分析は可能である。統計データの制約を認めつつ，表４を見ることにする。

医療費控除を申告した人員の割合はせいぜい１～３％強である。医療費控除が納税協力を引き

出す上で多くの国民の申告行為に寄与すると見做すことは難しい。しかし前掲の表３が示すよう

に，医療費控除の申告者の申告に向けての意欲の強度は，税引き後所得に対する医療費の負担率

と所得税の軽減額から判断して大きいと見なければならない。

次に医療費控除以外の控除に目を転じると，不具者控除でさえ，その申告人員の割合は１～

７％弱に留まり，広く国民の申告行為に影響を及ぼしているとは考えにくい。一方，雑損失控

除は最高所得階級以外では５％以下であるが，最高所得階級では１４％強である。雑損失控除は

最高所得階級の申告行為には多少なりとも影響を及ぼすことが推察される。医療費控除，不具者

控除，雑損失控除，扶養親族控除の４つの所得控除の中で，確定申告人員の９割以上が該当する

のは扶養親族控除である。最低所得階級においても約６割，最高所得階級では８割強が扶養親族

控除の適用を受ける。したがって扶養親族控除は申告と大いに関わる。扶養親族控除の適用を求

表４ 所得階級別・所得控除別申告人員の割合 昭和２５年

（単位：％）

所得金額 扶養親族控除 雑損失控除 不具者控除 医療費控除

５万円 以下

８万円 〃

１０万円 〃

１２万円 〃

１５万円 〃

５８．６

９２．８

９５．６

９６．９

９７．７

０．４

０．６

０．８

１．２

１．２

１．２

２．４

３．４

４．４

５．０

１．０

１．７

２．２

２．５

２．７

２０万円 〃

３０万円 〃

５０万円 〃

７０万円 〃

８０万円 〃

９７．７

９７．６

９６．７

９６．７

９７．４

１．５

１．８

２．１

２．３

２．２

５．７

５．６

４．５

３．９

３．８

２．９

３．３

３．３

２．８

３．２

１００万円 〃

２００万円 〃

５００万円 〃

５００万円 超

９５．４

９５．５

９２．９

８４．４

２．４

１．６

４．８

１４．３

３．６

３．３

６．５

２．７

２．６

１．８

１．１

―

全体 ９４．１ １．２ ４．０ ２．４

（出所）表２に同じ。
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めて申告することは言うまでもないが，それ以前に扶養親族控除の適用が納税者の便宜に適った

形態に変更され，適用の申請が納税者に容易であった，すなわち簡素な税制に生まれ変わったこ

とと，扶養親族控除が適用されることによって，所得税額が軽減されるということから安心感が

納税者にもたらされた可能性があること，の２つの要因が重なり，所得稼得者は申告を受け入

れ，申告行為を選択したものと考えられる。

このようにシャウプ税制改革直後において，広く申告義務を受け入れ，申告を促し，納税に繋

ぐという一連の装置は扶養親族控除であったと見ることができる。個人所得税制上の扶養親族の

取り扱い方の変化にこそ納税協力を調達する機能が内在した。同時に扶養親族控除は租税構成の

簡素化の柱でもあった。簡素化という点では，医療費控除が基礎控除とは別に設けられることは

逆効果をもたらす。しかし医療費控除も所得控除の形式を取ることから，納税者本人ならびに大

世帯の構成員である扶養親族の医療費を所得から控除すればよくなり，課税単位と扶養親族の範

囲の変更と相俟って，医療費控除の申請はさほど困難ではなかったと見られる。

次に源泉所得税を含む所得税制全体の中で申告所得税における諸控除の効果を捉え直すことと

する。表５が示すように，昭和２５年の所得税制では課税標準となる支払金額ならびに所得税額

表５ 源泉所得税と申告所得税 昭和２５年

（単位 金額 百万円，件，人，％）

源泉所得税 申告所得税

支払金額 源泉徴収義務者 支払金額 納税者数

利子所得

配当所得

給与所得

退職所得

報酬等

営業所得

農業所得

その他事業所得

不動産所得

総合譲渡所得

一時所得

雑所得

山林所得

２２，４９１

１，００２

１，２３９，８３３

２４，０２５

９，２０４

（１．７）

（０．１）

（９５．６）

（１．９）

（０．７）

１３，４５４

―

５０２，３２２

９４３

１１，０５０

（２．５）

―

（９５．２）

（０．２）

（２．１）

―

３，８４０

９２，９７４

３，３３０

８５５

２７５，８２５

２２５，２４９

４５，７７５

１，８０９

１，９７４

１３２

８２０

１，１９８

―

（０．６）

（１４．２）

（０．５）

（０．１）

（４２．２）

（３４．５）

（７．０）

（０．３）

（０．３）

（０．０）

（０．１）

（０．２）

―

７，５６５

４７５，８９９

７，８８８

４，０１０

１，６３２，１４６

１，８２８，２６７

３３７，５６２

６，７３１

６，４６２

４２５

６，３６０

４，７４４

―

（０．２）

（１１．０）

（０．２）

（０．１）

（３７．８）

（４２．３）

（７．８）

（０．２）

（０．１）

（０．０）

（０．１）

（０．１）

合計 １，２９６，５５５（１００．０） ５２７，７６９（１００．０） ６５３，７８１（１００．０）４，３１８，０５９（１００．０）

所得税額 １２７，１４５ ８２，８４０

平均実効税率 ９．８％ １２．７％

（注）１）申告所得税の納税者数は主たる人員を示す。申告所得税の所得金額は主たる人員と従たる人員によるものであ
る。

２）所得税額は本年分の税額である。申告所得税については本年分の加算税と既往年分の税額は含まない。源泉所
得税については不納付加算税と重加算税を含まない。

３）平均実効税率は合計所得に対する所得控除後の所得税額の比率を表す。
（出所）国税庁「長期時系列データ：源泉所得税」平成１８年，国税庁『国税庁統計年報書』昭和２５年，所得種類別表よ

り作成。
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は源泉所得税の方が申告所得税よりも多い。しかし納税義務者数について見ると，申告所得税は

源泉所得税の８倍以上の規模であり，相対的により多くの納税者と関わらなければならない状況

にあったことがわかる。とりわけ営業所得，農業所得，その他事業所得という事業所得の稼得者

を課税網に取り込むことが所得税制の定着には不可欠であった。これらの稼得者からの申告に

よって，税務当局は申告所得税の対象となる支払金額の７割以上を捕捉することができたのであ

る３８）。申告所得税は，その平均実効税率が源泉所得税のそれよりも約３％ポイント高かった。

つまり申告所得税は所得の支払金額の規模の割には所得税収を挙げることができ，国庫充足に貢

献したのである。

付け加えておくと，自発的協力の問題は申告所得税にのみ閉ざされた課題ではなかった。財政

民主主義の観点から国民が課税に関心を抱くことは奨励すべきことであり，申告納税は納税者と

政府が直接的な繋がりを持つ。勧告ではともすれば直接税であるにも関わらず，政府と国民との

距離が遠くなりがちな源泉所得税についても考慮しなければならなかった。一つは被用者の年末

調整であり，もう一つは特別控除であったといえる。勧告では，被用者の年末調整を「可能とな

る限り可及的速やかに」税務署に移管すべきであり，なおかつ申告書の提出の必要事項を簡素化

すると考えていた。シャウプ税制改革後に年末調整の対象となる所得控除が徐々に導入される。

そして昭和２５年時点では被用者に申告所得税への道を開くのが医療費控除と雑損失控除であっ

た。医療費控除は源泉所得税の納税者に適用されるものではない。医療費の支払いにより医療費

控除の適用を求める場合には源泉徴収方式の下で課税される被用者も申告を行い，源泉所得税と

調整した後，申告所得税の対象となる。多額の医療費を支払った被用者にとって医療費控除は申

告納税の誘因となったであろう。つまり，源泉所得税の納税者に対して，自発的協力を促進する

装置という役割が医療費控除に与えられていたのである。

６．２．医療保障の補足的財政手段

最後に医療保障の側面から医療費控除について考えてみよう。医療保障を目的とする社会保障

制度は社会保険であるが，表６が明らかにするように，昭和２０年代は出生数や引揚者の増加に

より総人口が増えるものの，保険料の急騰により保険料収入が伸びず，４，０００に上る国民健康保

険組合が医療給付を中止したこともあって，国民健康保険の適用者が激減した。国民健康保険適

用者数の本格的な回復は昭和２８年以降となる。一方，対照的に組合管掌健康保険適用者は昭和

２４年以降増大し，国民健康保険適用者の減少を補い，社会全体でみると，公的医療保険の普及

率は昭和２０年代半ばでは５０％程度である。したがってシャウプ勧告当時，傷病のために医療費

を抱える世帯の中には社会保険からの医療給付を全く受給しない世帯が数多かったと見られる。

またワンデル報告が伝えるように，被保険者あるいは被扶養者であるにも拘わらず，保険資金か

らの補償を得ることができず，最終的に自己負担となる場合もあり，さらに健康保険適用者であ

るにも拘らず，医師が保険者支払を敬遠し私費の患者を好むために敢えて健康保険を使用しない
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世帯が存在した。

このような状況を背景にすると，シャウプ使節団が勧告した医療費控除は一体どのような世帯

に対して医療保障の補完的支援を可能にしたのかが疑問となる。周知のとおり，医療費控除は所

得控除制度に即するので，課税所得がなければ利用できない。

表７は基礎控除と扶養親族控除という人的控除が医療費控除の適用に与える制約を所得階級別

に把握したものである。所得金額５万円以下の所得階級では表３で推計した１人員当たりの所得

金額に基いて課税所得を算出すると，扶養親族が０人の場合の課税所得は１７，３００円，扶養親族

が１人になると５，３００円，扶養親族が２人では課税所得はマイナス，つまりゼロとなる。医療費

適用下限である４，１３０円を上回る医療費を抱える所得稼得者の中でも独身者あるいは扶養親族が

１人だけの人員に限り，医療費控除の適用が可能となる。たとえば，扶養親族が配偶者と子供１

人の場合には課税所得がゼロとなるので，医療費控除の対象とならない。同様にして所得金額５

万円超８万円以下の所得階級では扶養親族数３人まで，所得金額８万円超１０万円以下の所得階

級では扶養親族数５人まで，所得金額１０万円超１２万円以下の所得階級になると扶養親族数７人

までであれば，課税所得がプラスであるため，それぞれの医療費適用下限を超える部分の医療費

の所得控除が可能である。しかしそれ以上に扶養親族がいる場合には，医療費控除は適用され

ず，税制を通じた補足的な医療支援は実現されない。シャウプ勧告では各所得階級に対応した消

費生活を阻害しないようにするために，基礎控除に加えて扶養親族控除を導入したわけである

が，それゆえに課税所得の少ない所得階級では扶養親族数がすぐに医療費控除の不適用に結びつ

いてしまう状況を作り出したといえる。稼得所得が少なく，扶養親族が２人以上の世帯では，突

出した医療費に直面した際にも，医療費控除による医療費自己負担の所得税額削減による緩和を

受けずに，補足的財政支援を得ることなく，世帯内でそうした医療費を吸収しなければならな

い。昭和２５年当時の状況においては，扶養親族控除によって医療費控除の潜在的適用可能性が

表６ 公的医療保険の普及
（単位 千人，％）

年 西暦
総人口

Ⅰ

社会保険

適用者

Ⅱ

保険適用率

Ⅱ／Ⅰ政府管掌

健康保険

組合管掌

健康保険

日雇労働者

健康保険
船員保険

国家公務員

共済組合

私立学校教職

員共済組合

国民健康

保険

昭和２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

１９４５

１９４６

１９４７

１９４８

１９４９

１９５０

１９５１

１９５２

１９５３

１９５４

１９５５

７２，１４７

７５，７５０

７８，１０１

８０，００２

８１，７７３

８３，２００

８４，５７３

８５，８５２

８７，０３３

８８，２９３

８９，２７５

４５，１２１

４６，２６９

３６，９７７

３７，６５６

４１，９８３

４１，６０９

４３，１１９

４８，９０２

５６，５１９

５７，４３６

６０，２３１

２，３２４

２，２７０

２，４８４

２，３２４

２，２７０

２，４８４

３，２７９

８，８１７

１２，４７０

１２，０４７

１１，９７４

１，７８８

２，０８８

２，２８７

２，６７０

８，１４２

８，７３２

８，８９６

９，２５２

９，８０９

９，３７０

９，７０８

１，３４１

１，２３１

１，４８８

８４

９０

８３

１２２

３４２

３２７

３７９

３８２

４０７

４３４

４４８

６，７１３

６，５８９

６，７８３

６，９７６

７，１９８

７，４２７

７，５９８

７，７８８

１００

１２２

１１４

４０，９２５

４１，８２１

３２，１２４

２５，８２７

２４，６４０

２３，２８３

２３，５８９

２３，２５３

２４，９６６

２６，６３３

２８，７１１

６２．５％

６１．１％

４７．３％

４７．１％

５１．３％

５０．０％

５１．０％

５７．０％

６４．９％

６５．１％

６７．５％

（出所）総理府社会保障制度審議会事務局『社会保障統計年報』昭和３３年度版，第１表，第３４表，

総務省統計局「日本の長期統計系列」（http : //www.stat.go.jp）２３―９―a，２３―１０，２３―１１，２３―１８，２３―２１，
ならびに竹前栄治・中村隆英監修『GHQ日本占領史 ２４ 社会保障』表８，表１２，表１９より筆者が作成。
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消されていた一面がある。シャウプ使節団は医療費控除が税制の簡素化に抵触する側面を熟知し

ていたわけであり，５万円以下の所得階級に対しては，公平よりもむしろ簡素化の理念が結果的

に投影したと見ることができる。

結びに代えて

アメリカでは第二次世界大戦中に国民の倫理観と戦費調達の双方が戦争遂行に不可欠であった

という経緯から１９４２（昭和１７）年に医療費控除制度が連邦個人所得税制に導入されるのに対し

て３９），日本では，アメリカから来日したシャウプ使節団が戦後の復興とインフレ過程を背景とす

る経済社会を視察し完成させた勧告を受けて，１９５０（昭和２５）年から医療費控除制度が設けられ

た。医療費控除をめぐるアメリカの経験は，戦勝という国家的目標を国民が共有し，重課に阻害

所得金額：５万円以下

扶養親族人数

１人員当たりの所得金額

基礎控除

扶養親族控除

課税所得

医療費適用下限

０人

４１，３００

２４，０００

０

１７，３００

４，１３０

１人

４１，３００

２４，０００

１２，０００

５，３００

４，１３０

２人

４１，３００

２４，０００

２４，０００

－６，７００

所得金額：５万円超～８万円以下

扶養親族人数

１人員当たりの所得金額

基礎控除

扶養親族控除

課税所得

医療費適用下限

０人

６７，８１４

２４，０００

０

４３，８１４

６，７８１

１人

６７，８１４

２４，０００

１２，０００

３１，８１４

６，７８１

２人

６７，８１４

２４，０００

２４，０００

１９，８１４

６，７８１

３人

６７，８１４

２４，０００

３６，０００

７，８１４

６，７８１

４人

６７，８１４

２４，０００

４８，０００

－４，１８６

所得金額：８万円超～１０万円以下

扶養親族人数

１人員当たりの所得金額

基礎控除

扶養親族控除

課税所得

医療費適用下限

０人

９１，０００

２４，０００

０

６７，０００

９，１００

１人

９１，０００

２４，０００

１２，０００

５５，０００

９，１００

２人

９１，０００

２４，０００

２４，０００

４３，０００

９，１００

３人

９１，０００

２４，０００

３６，０００

３１，０００

９，１００

４人

９１，０００

２４，０００

４８，０００

１９，０００

９，１００

５人

９１，０００

２４，０００

６０，０００

７，０００

９，１００

６人

９１，０００

２４，０００

７２，０００

－５，０００

所得金額：１０万円超～１２万円以下

扶養親族人数

１人員当たりの所得金額

基礎控除

扶養親族控除

課税所得

医療費適用下限

０人

１１０，７３８

２４，０００

０

８６，７３８

１１，０７４

１人

１１０，７３８

２４，０００

１２，０００

７４，７３８

１１，０７４

２人

１１０，７３８

２４，０００

２４，０００

６２，７３８

１１，０７４

３人

１１０，７３８

２４，０００

３６，０００

５０，７３８

１１，０７４

４人

１１０，７３８

２４，０００

４８，０００

３８，７３８

１１，０７４

５人

１１０，７３８

２４，０００

６０，０００

２６，７３８

１１，０７４

６人

１１０，７３８

２４，０００

７２，０００

１４，７３８

１１，０７４

７人

１１０，７３８

２４，０００

８４，０００

２，７３８

１１，０７４

８人

１１０，７３８

２４，０００

９６，０００

－９，２６２

表７ 所得階級別人的控除の医療費控除適用への影響 昭和２５年
（単位 金額 円）

シャウプ勧告と医療費控除制度 31



されることなく，連帯意識を持つことであった。集団的欲求を充足する上で不可欠な国民のモラ

ルを引き出すために医療費控除が創設された。日本の経験は国民が私的欲求を充足することに躍

起となる中で，納税者が社会的需要を認識しようとしまいと，それに関係なく，政府がドッジ的

資本蓄積方式あるいはシャウプ的資本蓄積方式のいずれに則するにせよ不可欠な資金調達を租税

の賦課で行うという要請から，基礎控除と扶養親族控除では支えきれない消費水準を維持するた

めの装置として，また租税制度を長期的に安定的に積極的に受け入れるようにするための装置の

一つとして医療費控除が導入された。

勧告が想定したように最低所得階級の税負担を緩和するという効果は所得税の軽減率と軽減額

から確認される。また所得控除という形式を採用することで，所得階級が高くなるにつれて所得

税の軽減額が増え，所得の多寡に応じた消費水準を維持することを支える。モデル・ケースに基

づくと，医療費控除による租税支払能力の調整は５００万円以下のすべての所得階級で行われる。

これにより，突出した医療支出を抱える納税者の租税抵抗が抑えられるとすれば，少なくとも納

税者の一部から納税協力を得ることは可能となろう。昭和２５年時点に限ると，医療費控除の納

税者の申告行為への寄与は，そのほかの所得控除との比較において相対的には限定的である。医

療費控除が導入された直後であるため，人々に認知されていないせいか，医療費控除の申告者数

が少ない。しかし，医療費控除が適用される納税者に対する効果は所得税の軽減額と当時の医療

費負担の重さが示すとおり，一定の評価が可能である。シャウプ使節団によって勧告された医療

費控除制度はシャウプ税制改革で実現し，それ以降現在に至るまで廃止されずに維持される。し

かし医療費控除は医療費を負担したすべての人々を救済するものではない。課税最低限以下の

人々で莫大な医療支出を負った個人の経済力の回復は医療費控除制度では行えないのである。こ

れは租税支払能力を調整する機能に徹することの限界である。とりわけ昭和２５年当時には扶養

親族控除の所得控除化によって，医療費控除の適用が実現されずに終わったケースが多々あると

見られる。

注

１） 第６５回日本財政学会の報告に際して京都大学大学院西村周三教授ならびにフロアーより貴重なご指摘

を頂いた。ここに衷心より感謝申し上げたい。なお本稿における一切の誤りは筆者自身に帰するものであ

る。

２） 鈴木武雄（１９５０）３―１０頁を参照。

３） 日本経済事情の把握，財政の将来像，そしてそれらに基づく租税制度のあるべき姿とそれに向けて要す

る税制改革に関して，日本政府とシャウプ使節団との間に，すなわち日本政府とマッカーサー元帥との間

に開きがあったという事実は否定できない。昭和２４年当時大蔵省主税局は税制を根本的に改正する必要

はないと考えていた。大蔵省の見解は財政規模を漸次的に縮減し，財政均衡を図るために税制の合理化を

行うというものであった。歳出については経済安定のための各種の統制事務を整理し一般行政の能率を向

上させることによって財政消費的経費を減らし，インフレ防止と日本経済の復興のための統制と保護がも

たらす弊害等を熟慮して価格調整費を削減し，国民所得の増加と貯蓄の弾力性の増加と併行して資本蓄積

的経費（特に債務償還費）を漸減するという展望を有していた。他方，歳入についてはまず所得税制の合
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理化に重点を置き，具体的な中身は既往の急激なインフレが引き起こした経済的変化に不適応な側面を是

正するというものであった。大蔵省主税局（１９４９）を参照。また，日本政府の経済状況に対する認識は，

シャウプ使節団がインフレ再転換の危機を予感していたのに対して，通貨安定からむしろデフレに向かう

というものであった。インフレ阻止のための財政の積極的介入の必要性を認めないという日本政府の判断

は，昭和２５年度の予算編成に体現した。高石末吉（１９４９）を参照。

４） 鈴木（１９５０）１５―２１頁を参照。

５） シャウプ使節団は政府も生活に不可欠であると捉えた。

６） シャウプ勧告の中では減税措置が示されるが，これは国民の財政負担の軽減を主たる目的にしたもので

はなく，徴税者の立場に立つものであるとの解釈がなされている。シャウプ使節団（１９４９），１５頁を参照

されたい。

７） 同書，５８頁を参照。

８） 戦後の昂進するインフレの実態に当時の税制が対応しきれていないことが一因となり，納税者は正直な

申告をせず，税務署は納税義務者の大半に更正決定を余儀なくされた。結果的に更正決定は平均的所得の

見当をつけて課税し，「特に表見的所得に重課される傾向が強い」ものとなった。また租税の徴収は強圧

的な徴収方法と軍政部の協力とによって達成したとされる。大蔵省主税局（１９４９）９―１１頁を参照。

９） 共産党を中心とする反税運動が各地に頻発し大衆運動となる中，税務の執行に混乱を招き，健全な国民

も思想的に影響を受けやすい状況にあったとされる。同書，１２頁を参照。

１０） 武田隆夫（１９５０）は経費膨張の圧力が掛かる中で必要な租税収入を上げるために株式会社の利益とい

う有力な税源を放置することができなくなり，ドイツ式方法（法人の所得に法人税を賦課し，株主の配当

所得には個人所得税を賦課する）が採用されてきた歴史性に対して，シャウプ使節団の勧告は逆行するも

のであると批判する。５７―６５頁を参照。

１１） 林栄夫（１９５８）では賃金中の所得税非課税部分が縮小したことを推計によって明示する。

１２） 後述するように基礎控除が２４，０００円であるのに対して，扶養控除は１２，０００円である。

１３） 従たる人員の所得は主たる人員の所得に含まれるので，所得金額を主たる人員で除した。

１４） 所得税の納税人員が昭和９―１１年平均で９５万人，昭和１９年に１，２４３万人であったのに対して，昭和

２３年に７５万人が，昭和２４年に８６万人が新たな納税人員となり，シャウプ税制導入以前に納税人員は

２，１４０万人に到達した。当時の総合累進所得税が名目的課税標準の増大に対応していなかったために低所

得層を課税網に引き込み，大衆所得課税のメカニズムを供したとされる。同書，８５―８８頁を参照。

１５） 昭和２２年の確定申告に至っては，仮に基礎控除額が１０万円であるとすれば，上位の所得階層に対す

る所得課税の傾向はさらに顕著になる。所得税は確定申告による納税者全体の１．０％の人員にのみ課税さ

れ，所得金額全体の８．６％に課税されるにすぎなくなる。

１６） シャウプ勧告は，当時の日本の基礎控除額とアメリカのそれがそれぞれアメリカの半熟練工の何カ月

分の給与に相当するのかを基準にして（１米ドル＝３６０円とする），基礎控除の引き上げ幅を検討した。遠

藤湘吉（１９５０）はドルと円の購買力の差やエンゲル係数による生計費の違いを考慮していないと指摘す

る。同書，４９頁を参照。

１７） シャウプ使節団（１９４９）８９―９０頁を参照。

１８） 大蔵省主税局は昭和２４年当時の申告納税制度がうまく機能しない理由として，納税者の事業経営にお

ける経理観念が乏しい，正確な帳簿をつける習慣があまりない，家計と事業経理との区別が明確でない，

納税者の税法の規定に対する理解の程度が低いという諸点を挙げている。大蔵省主税局（１９４９）１１頁を

参照。帳簿をつける習慣について，国税庁の村山所得税課長は昭和２６年７月の司法研修所で実施された

第１７回裁判官特別研究（民事関係）で，第二次世界大戦以前と以後とで生じた変容を次のように述べて

いる。終戦前は記帳もある程度はされていたが，終戦後は「うっかり記録をすれば，それ自身重い税負担

に任じなければならないという問題と，経済的な統制法規があったために，これに対する違反の証拠を作

ることになりますし，いろいろな原因からいたしまして，記帳の習慣というものが全く失われてしまっ

た」という。司法研修所（１９５１）２７頁を参照。また申告所得税において課税額に対して徴収額の割合
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（昭和２４年課税額に対する昭和２５年５月１０日時点の納税額）が，農業所得者（８１．９％）と営業所得者

（５４．９％）との間で差異がある点について，大蔵省主税局は農業所得者について伝統的に納税思想が良好

であるのに対して，営業所得者のそれは概して不良であり，将来の経済動向を察知して資金不足である

か，将来資金不足が予測される場合に営業所得者は納税を渋ると指摘する。申告納税方式の抱える課題は

一様ではないことを示す良い例である。大蔵省主税局（１９５０）２４５―２４６頁を参照。

１９） 杉山（１９９５）第１章２０頁，３５頁を参照。

２０） メンバーは団長 Dr. William H. Wandel, Dr. Burnet M. Davis, Dr. Joseph W. Mountin,

Barkev S. Sanders, Dr. Francis A. Statenである。

２１） 健康保険は２，０００円，船員保険８，０００円であった。米国社会保障制度調査団報告書（１９４７）３頁を参

照。

２２） 同書，３頁を参照。

２３） 同書，７頁および１００頁を参照。同報告書では自営業，家庭労働または農業従事者は工業労働者より

も経済的に恵まれていると見ていた。

２４） 健康保険法の下でホワイトカラーに適用される月収は１９４３年以降１，８００円，それ以前は１，２００円で

あった。同書，８頁を参照。

２５） 竹前・中村監修（１９９６）１８頁を参照。また病院は患者の食事に関わる総経費を家族に依存した。

２６） 当然のことながら，シャウプ使節団はワンデル報告等を通して日本の医療や医療保障の状況について

知っていた。シャウプ使節団（１９４９）２００頁を参照。

２７） シャウプ使節団（１９４９）１２０―１２１頁を参照。

２８） 拙稿（２００７）２０３頁を参照。

２９） 同書，２０３―２０４頁を参照されたい。

３０） シャウプ使節団（１９４９）１２０―１２１頁を参照。

３１） 同書，１１８―１１９頁を参照のこと。

３２） アメリカの連邦個人所得税制における医療費控除制度については，拙稿（２００７）を参照されたい。

３３） ここでは課税される所得層全体の中での相対的な位置づけを意味する。絶対的な基準からも最低所得

層と捉えることが可能か否かの検証は別の機会に譲ることとする。

３４） 納税義務のない者（無資格者）の申告した医療費控除に関する統計データは「国税庁統計年報書」に

は記載されていない。同年報書には諸控除等を経て結果的に納税義務のある者に関する統計データのみが

掲載されている。

３５） 総務省統計局「家計調査（家計収支編）長期時系列データ（年）」によると，全都市の２人以上の世帯

の年平均１ヶ月間の保健医療費は，消費支出の５．７５％（昭和２５年）である。

３６） シャウプ使節団（１９４９）６９頁を参照。

３７） 同書，６９頁を参照。

３８） これは業態別所得捕捉率を意味するものではない。後年取り上げられたクロヨン問題は税務当局によ

る稼得所得の捕捉率であり，ここでは申告所得における占有率を意味する。

３９） 拙稿（２００７）２０３―２０４頁を参照。
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